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人間資本と「理想的な」所得の把握

　ある個人は，毎年，賃金を10ずつ稼ぎ，全てを消費する。各期の「消費」と「純資産増加」と
の算術的合計として定義されるSimonsの個人所得は，この個人について，どのように把握され
るべきだろうか？
　Simonsの影響が指摘される日本の所得税（ 1 ）では，原則として，毎年の賃金が，その年度の課
税所得（給与所得の金額）に加算され，課税される（所法28条）。また，束ね効果の調整（所法
22条 2 項 2 号，所法90条など）は，プロスポーツ選手の契約金（所令 8 条 4 号）や，退職給与（所
法30条 1 項）などの一定の前払いや後払いについて限定的に認められるだけであり，さらに，収
入金額の擬制（みなし譲渡課税）（所法59条 1 項など）も，上記のような毎期の勤労への対価と
して，その期に賃金が払われるケースには適用されない。これらは，毎年の賃金が，その年度で
の「消費」ないし「純資産増加」として把握されることの帰結と考えられる。
　しかしながら，Kaplowは，毎年の賃金それ自体を所得とみることを，個人所得の「習慣的な

（conventional）」把握と呼び，定義に忠実との意味で，「理想的な（ideal）」把握ではないと主張
した（ 2 ）。Kaplowによると，上記の場合における「理想的な」個人所得の把握は，表 1 の「所得」
の列のように行われなければならない。このような把握の特徴をまとめると，次の 3 点となる。
（1）期間 1 〜 5 の賃金のそれぞれにつき，その現在価値を稼得が予測された時点で計算し，その
計算時点が属する期間の「純資産増加」に加算する。表 1 に則して言えば，期間 1 〜 5 の賃金
の現在価値は，それぞれ「現在価値（個別）」の列のうち，期間 0 の行が交差する箇所で表現され，
それらを合算した「現在価値（総計）」の37.91が，期間 0 の「純資産増加」及び「所得」として
計上されることになる。
（2）期間 1 〜 5 の期末でも，（1）と同様の現在価値計算が行われるが，それぞれの「純資産増加」
や「所得」の構成要素が，期間 0 の場合と異なる。すなわち，期間 1 〜 5 の「純資産増加」及
び「所得」は，当期末時点での将来賃金の「現在価値（総計）」ではなく，「純資産増加」は，前
期末の「現在価値（総計）」から当期末の「現在価値（総計）」を差し引いた値，また，「所得」は，

「賃金」と「純資産増加」の合計額となる。
（3）期間 1 〜 5 の「所得」の額については，前期の「現在価値（総計）」に割引率を乗じた値で
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あるとの解釈も可能である。この解釈は，当期の「現在価値（総計）」の構成要素である「現在
価値（個別）」が，前期でのそれらと比較して，それぞれ割引率分だけ増加しており―表 1 につ
いて言えば，いずれも1.1倍（ 1 プラス割引率）になっている（ 3 ）―，そのような増加が「純資産
増加」として把握されるべきものであることから正当化されよう。なお，当期の賃金についての

「現在価値（個別）」の箇所が空欄となるのは，それが「賃金」の箇所において示されるべきもの
だからである。そして，前者の箇所が空欄となることは，マイナスの「純資産増加」を示すもの
ではある―表 1 の期間 1 の行について言えば，10が記入されないことにより，マイナス10の「純
資産増加」が生じている―が，同時に「消費」を示すものでもあるため，その額だけ「所得」が
減少することはなく，結局，「所得」の額は，前期の「現在価値（総計）」に割引率を乗じた値と
なるのである（ 4 ）。
　また，Kaplowが，上記のような処理の核である将来賃金の予測に確実性を不要とする点も注
目される（ 5 ）。すなわち，不確実性が存在するとしても，その期待値などに基づき（ 6 ），現在価値
が算定され，確実な予測の場合と同様に「純資産増加」が生じる（ 7 ）。そして，不確実性が解消
された時点の属する期間において，それに伴う現在価値の変化により，プラスないしマイナスの

「純資産増加」が生じることになる（表 2 参照）。
　さらに，Kaplowは，こうした「理想的な」所得の把握の方法と対比される賃金それ自体を所
得とみる「習慣的な」把握の方法は消費課税的であるとも主張する（ 8 ）。この主張は，表 1 ・表
2 上の「賃金」の列―これらは，「消費」の値を示すものでもある―が，伝統的方法によれば所

【表 1】

期間
賃金
（消費）

純資産
増加

所得
現在価値
（総計）

現在価値（個別）
1 2 3 4 5

0   0.00 37.91 37.91 37.91 9.09 8.26 7.51 6.83 6.21
1 10.00 （6.21）   3.79 31.70 9.09 8.26 7.51 6.83
2 10.00 （6.83）   3.17 24.87 9.09 8.26 7.51
3 10.00 （7.51）   2.49 17.36 9.09 8.26
4 10.00 （8.26）   1.74   9.09 9.09
5 10.00  （9.09）   0.91   0.00

（注）割引率は10パーセントとする。また，期間 0 の期末時点で，期間 1 〜 5 での賃金が確実に予測さ
れたものとする。

【表 2】

期間
賃金
（消費）

純資産
増加

所得
現在価値
（総計）

現在価値
（変化）

現在価値（変化）（個別）
1 2 3 4 5

0 　  0.00 37.91 37.91 37.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 　10.00 （6.21）   3.79 31.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 　10.00 （6.83）   3.17 24.87 0.00 0.00 0.00 0.00
3 　10.00 1.16 11.16 26.03 8.68 4.55 4.13
4 ＊15.00 （12.40）   2.60 13.64 4.55 4.55
5 ＊15.00 （13.64）   1.36   0.00 0.00

（注）期間 4 及び 5 の賃金は，期間 3 の期末直前までそれぞれ10と予測されていたが，その時点でそれぞれ15であ
ると判明。それ以外は表 1 と同じ。「現在価値（変化）」は，期間 0 期末時点では予測されておらず，期間 3 期末に
なって初めて予測された賃金（の増加額）の現在価値の値を表す。
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得の値となり，それらと「所得」の列との差異が「純資産増加」の列と等しいことを指摘するも
のである。
　もちろん，「習慣的」方法の採用が所得税の消費課税化を常に意味するわけではなく，賃金が「貯
蓄」されるなら，「純資産増加」への課税が生じる（ 9 ）。しかし，そのような「習慣的」方法の下
での「純資産増加」への課税は，収益の発生を要件とするものであり，また，収益に先立って生
じる巨額の「純資産増加」―表 1 ・表 2 での期間 0 や，表 2 での期間 3 の「純資産増加」―が課
税されないままである点に変わりはない。Kaplowは，こうした点を，実物資産・金融資産の値
上がり・値下がりばかりでなく，人間資本の場合についても「実現主義」を妥当させるものと認
識し（10），その放棄―発生時点での「純資産増加」への課税（時価主義課税）や，それに相当す
る取扱いの実施―がより包括的に検討されるべきではないか，すなわち，所得課税論者はそのよ
うな主張を行うべきなのではないかとの問題提起を行うのである（11）。

Kaplowの指摘が示唆するもの

　Kaplowにより示された「理想的な」人間資本の取扱いが示唆するものは何か？最も直截でわ
かりやすい主張（の可能性）は，「理想」への接近，ひいてはその達成を目指すべき，とするも
のだろう。「理想」に忠実な取扱いは，人に対し，その誕生時点での納税を要求しかねないもの
であり，納税資金や自由への侵害が問題となり得る。しかし，納税資金の問題については，確定
した税額の納付を直ちには要求せず，延納を広く認めること（12）による対処が考えられるし（13），
自由への侵害の問題についても，賃金に課税する場合でも「所得効果」が生じる点では変わりが
なく，「理想的な」取扱いと現行の所得税での取扱いとの差異は，質的なものではないとの反論
が考えられる（14）。また，現在価値の発生・増加が予測された時点では税額の決定を行わず，そ
の決定を賃金が実際に支払われるまで先送りする一方，支払時点で計算される税額を，納税者の
税負担が「理想」の所得課税を実施したと仮定した場合の税負担に近づくよう，大きくすること
とし（15），納税資金や自由への侵害の問題の発生自体を避けることも考えられる（16）。
　だが，Kaplow自身は，こうした所得税の「理想」化への態度を保留し，その代わりに次のよ
うに主張した。「人間資本の理想的な取扱いを拒絶するのなら、実物資産・金融資産についての、
現在の、そして、提案されている取扱いを擁護するのは困難となるのかもしれない。その場合、
所得を課税するという目的を放棄する必要も出てくるかもしれない」と（17）。
　これは，消費課税論の擁護を目的として所得課税論に攻撃を加えるものに見えなくもない 
が（18），Kaplowの真意は，所得か消費かという課税ベースを巡る論争の根幹自体を否定しようと
する，より壮大なものだったように思える。それは，人間資本と所得課税との関係について同様
の分析を加える別論文（19）の結びの節においては，「所得課税と消費課税のいずれが他方より優れ
ているか、また、所得税や消費税の課税ベースの中身についての論争は、所得の定義や、『担税力』
といった、詳しい説明がない中間的な規範などへの、その場しのぎの、直感的な訴えに依拠した
ものとなっている」として，より鮮明に主張される。さらに，Kaplowは，続けて「租税政策の規
範的分析は、第一原理、すなわち、明示された社会厚生関数によって具体化される、分配的正義

（distributive justice）の理論に直接に基づくものでなければならない」とも主張し，（1）社会的



ZEIKEN-2012.11（No.166） 95

に好ましい結果をもたらすものであるか否かが唯一の評価基準である（帰結主義），（2）その結
果（社会的な好ましさ）は，個人の効用によって判断されるべきである（厚生主義）との 2 点を
特色とする（20），自身のアプローチの採用を迫るのである（21）。
　しかしながら，このような帰結主義・厚生主義の擁護の主張は，従来の議論枠組みに向けた「直
感的な訴え」とのKaplow自身の批判が，そのまま当てはまってしまうもののように思われる。
従来のアプローチが，適切とする課税ベースの選択の正当化の根拠を明確に示さないものであっ
たり（22），あるいは，所得か消費かの選択の基礎付けを，個人の効用により正確に近似できると
いった，厚生経済学の見地からは不十分と評される理由付けから行うものであったりしたこと（23）

は事実であり（24），Kaplowの帰結主義的・厚生主義的アプローチが，それらと比較して，優れた
理論的一貫性を有するのは確かだろう。だが，その優位性は，他のアプローチ（の可能性）を全
く排除してしまうほどの「絶対的優位性（superiority）」ではない。功利主義に代表される帰結
主義的な規範論に与しない，義務論的な正義論に基づく租税政策の規範的評価の主張も有力にな
されており（25），また，「理想的な」課税ベースの選択それ自体についても，所得や消費などを基
準とする「公平（fairness）」に，「何らかの内在的価値の実現に奉仕する道具的価値を持つ手段」
との位置付けを与えることで，なお意義を認めることができるとする見解も有力なのである（26）。
　したがって，Kaplowが示した「理想的な」人間資本の取扱いや，その前提となる発想のさら
なる検討は，―Kaplow自身は（好ましい）帰結との関連性が不明確であるとして，拒絶するで
あろうが―なお，意義を持つと考えられる。以下，そのような検討の具体的意義や課題について，
ごく簡単ではあるが整理し，本稿を終えることとしたい。
　まず，第 1 に，「理想的な」人間資本の取扱いは，所得による「公平」を拡充する可能性がある。
代表的な消費課税論者であるAndrewsが，その理由に「公平」を挙げたことはよく知られてい
るが，彼が最も重視したのは「当期の収益と貯蓄とのいずれから支払われるかにかかわらず、消
費額が等しい者達を等しく取り扱う」という「公平」（27）であった。この「公平」が所得により達
成できないのは，賃金が支払時点での所得として把握される限り，その通りであろう。だが，将
来の賃金により生じる「純資産増加」まで所得に含められるなら，「消費額が等しい者達」の間
での「公平」をも同時に達成する可能性が出てくる（28）。
　もちろん，このことにより，人間資本に対し「習慣的な」取扱いを維持する所得課税論が直ち
に排斥されてしまうわけではない。そのような所得課税擁護論は，人間資本が「現時点での経済
的資源に対する支配権」に当たらないことに着目し，そうした支配権の配分の不均衡の是正に「道
具的価値」を認めることにより，正当化が可能である（29）。しかし，人間資本を実物資産・金融
資産と同様に取り扱うことがそのような「道具的価値」を損なわない可能性は十分にあるように
思われ，所得課税の「道具的価値」をより高める方策であるか否かにつき，検討が必要であろう。
　また，第 2 に，「理想的な」人間資本の取扱いが，所得を潜在的能力（endowment）に接近さ
せる途を示すものである点（30）にも注目すべきである。市場取引の結果として所得や消費が把握
される限り，いずれを課税ベースとする税も，労働と余暇との間での選択について非中立的であ
ることを免れ得ない。しかし，将来賃金の現在価値の発生や変化が「純資産増加」と捉えられる
なら，税負担の決定のタイミングは，結果が生じた時点から選択を行う時点，さらにはその選択
が予測された時点へと前倒しされてくる。
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　もっとも，「理想的な」人間資本の取扱いそれ自体は，労働と余暇との間での選択の中立性を
もたらさない。将来賃金の現在価値は，将来において労働を選択すると予測しない限り生じず，
やはり税負担が労働と余暇との間の選択に依存したままだからである。だが，余暇の選択が予測
される場合でも，同時に労働の選択の評価が行われているはずであり，そのような代替的選択の
評価も「純資産増加」に含めるという拡張があり得る。そうした拡張が，所得税の「道具的価値」
を高める，ないし，分配的正義に資するか否か，さらなる検討を行うべきだろう（31）。
　しかしながら，第 3 に，「理想的な」人間資本の取扱いの背後にある前提について，さらなる
検討を行う必要がある。その「理想的な」取扱いは，将来賃金が，実物資産・金融資産からの収
益と全く同様に，予測された時点で現在価値の評価の対象となるべきものということを前提とし
ている。しかし，そのようなことをなぜ前提にできるのか，その前提を支える発想は妥当か，と
いった点につき，検討が十分でないように思われるのである（32）。
　確かに，予測が可能であり，現金やその他の経済的利益で支払われるといった点では，将来賃
金と実物資産・金融資産からの将来収益との間に差異はない。だが，実物資産・金融資産と類似
した，人間資本の投資形態の変更―将来賃金の発生パターンやリスクへの選好に応じて，自らの
体を交換する，あるいは，自らの臓器などを売り渡し，その売却代金を実物資産・金融資産の取
得に充てる，など―は，不可能ないし許されないから，表 1 ・表 2 における期間 0 の期末時点に
おいて，将来収益の現在価値計算を通常人が行うものとするのは無理がある。人が，自分自身の
判断として，自発的に将来賃金の現在価値を評価するのは，せいぜい，（高等）教育を受ける・
受けない，といった人間資本への投資を行うか否かの場合に限られるのではないか。
　それにもかかわらず，およそ将来賃金について現在価値の評価を要求することは，その評価の
主体がその人個人ではない他の何かであることを意味する。そして，その何かの候補として最も
自然なのは，期間 0 の「純資産増加」について，そこからどれほどの税収を得られるかというか
たちで利益（interest）を有する課税権者たる国家であろう。これは，国家の領域に属する将来
収益を，国家の所有物として，国家が評価すべきとの発想（33）を示唆する。
　こうした発想の当否は，課税の根拠論に深く関わるものであり，ここで直ちに答えを出すこと
はできない（34）。しかし，この問題は，課税ベースの選択の議論に意義を認め，かつ，「純資産増
加」を含めるべきと主張する限り，取り組まなければならない課題（35）であるように思われる。

*　　　　*　　　　*
〔脚注〕
（ 1 ）例えば，金子宏「所得概念について」同『租税法理論の

形成と解明　上巻』（有斐閣  2010年）421頁（初出1970年）
を参照。

（ 2 ）Louis Kaplow, Human Capital under an Ideal Income 
Tax, 80 Va. L. Rev. 1477, 1482-1484（1994）.

（ 3 ）但し，小数点第 3 位で四捨五入しているため，前期の値
そのものを1.1倍しても当期の値にはならない。

（ 4 ）このような処理は，減価償却資産への投資にサミュエル
ン償却（償却基金法）を適用した場合のものとほとんど同
じとなる。サミュエルン償却については，例えば，岡村忠
生『法人税法講義（第 3 版）』（成文堂  2007年）117-121頁

を参照。表 1 の場合と減価償却資産への投資の場合との差
異は，期間 0 でのマイナスの収益の有無にある。減価償却
資産への投資では，独立当事者から取得する限り，将来収
益の現在価値に等しいマイナスの収益を負担する必要があ
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得」コストを控除した値―を有する可能性がより高いとし
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能性がある―この点については後掲注（31）とそれに対応
する本文を参照―，真に「理想的な」所得課税により財産
税を代替し，さらに，そのための国民 1 人 1 人の勘定をス
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n.73．さらに，期間 0 時点での将来賃金（あるいはその代
替物）の現在価値計算が本人それ自身の自発的なものとは
考えにくいこと―この点については，本文の最後の箇所を
参照―から，ex anteの観点から等しい税負担を達成するこ
との意義にも疑問が生じ得る。もっとも，この点は，ex 
post（事後）の観点に立つといわれるイールド課税などの
採用により解消し得るものかしれず，さらなる検討を今後
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法学協会雑誌129巻 3 号587頁，603-623頁（2012年）を参照。

（17）Kaplow, supra  note 2 at 1514.
（18）Lawrence Zekenak, The Reification of Metaphor: 
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